
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

日本女性法律家協会とは？  

日本女性法律家協会とは、1950 年に設立さ

れた女性の弁護士、裁判官、検察官、法律学者

から構成される全国組織の団体で、現在の会員

数は約８00名です。 

 

会の目的と活動 

女性の法律専門家集団として、公正で調和の

とれた活力のある法治社会の発展、女性の地位

向上、会員相互の親睦等を目的として 

 

 

 

 

 

を活動の柱としています。 

 

 組織・運営  

役 員 （ 総 会 で 選 任され 任 期 は ２ 年 ）  

  会   長    １名  

  副 会 長    ４ 名  

  幹   事    若干名（ 20 名前後）  

  会 計 監 査   ２ 名  

定 時 総 会   年 １ 回  

幹 事 会  年 10～ 12 回 開 催  

大 阪 支 部   大阪高裁管内の会員で組織  

女性法律家の皆さまへ  

１  会 員 資 格  

弁 護 士 、 裁 判 官 、 検 察 官 ま た は 大 学

の 法 律 学 の 教 授 も し く は 准 教 授 で あ る

女 性 及 び こ れ ら の 職 に あ っ た 女 性 等

は 、 幹 事 会 の 承 認 を 得 て 会 員 に な る こ

と が で き ま す 。  

女 性 の 司 法 修 習 生 は 、 幹 事 会 の 承 認

を 得 て 準 会 員 に な る こ と が で き ま す 。  

 中高生、大学生、法科大学院生等を対象

としたジュニア会員制度もあります。  

 

２  入会方法  

日 本 女 性 法 律 家 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ か

ら 入 会 申 込 書 を ダウン ロ ー ド す る か、事

務 局 に お 問 い 合 わせ下 さ い 。  

 

 

設立の趣旨  

日 本 に 初 め て 女 性法曹 が 誕 生 し た の

は 、 1940（昭和 15）年で、女性弁護

士 ３ 名 が 誕 生 し ました 。 当 協 会 の 設 立

は 、 1950（ 昭 和 25） 年 、 GHQ の 法

務 部 LS にいたアメリカ合衆国の女性

弁 護 士 メ ア リ ー ・イー ス タ リ ン グ の 示

唆 に よ る も の で 、女性 の 弁 護 士 ・ 裁 判

官 ・ 検 察 官 に 大 学の法 学 研 究 者 も 加 え

て 10 余名でスタートしました。  

設 立 と 同 時 に 、 国際女 性 法 律 家 協 会

に も 加 盟 し 、 当 協会は 国 際 女 性 法 律 家

協 会 の 日 本 支 部 として 、 こ れ ま で に 国

連 日 本 代 表 も 送 り出し て い ま す 。  

国 際 女 性 法 律 家 協会は 、 国 連 の 経 済

社 会 理 事 会 の 諮 問機関 で あ る 非 政 府 団

体 （ Ｎ Ｇ Ｏ ） に登録しています。  
①  司法・法学、女性の地位に関

する調査研究や意見の発表 

② 外国法曹との交流 

③ 他の女性団体との連絡連携 

④ 弁護士会員による法律相談 

日本女性法律家協会事務局  

〒105-0001  

東京都港区虎ノ門 3-18-12  

ステュディオ虎ノ門 811 

TEL(03)3578-1981   

FAX (03)3437-6188 

U R L :  h t t p s : / / j - w b a . o r g /  

 

 

 

会員  入会金 3000 円 

会 費 1 万円（年額） 

但し、入会後 3 年間は半額  

 

JAPAN WOMEN ’S BAR ASSOCIATION 



５ 交 流 活 動  

2021年に会員間の交流向上を図る PTを発足させ、オンラインイベントを

中心に懇談会や勉強会を行い、会員相互の連携・親睦をはかっています。 

４ 法律相談事業  

経験豊富な弁護士会員が、主婦会館プラザエフで法律相

談（週２日）や、無料相談（年１回）を行っています。

相談を担当した弁護士が直接受任することが可能です。 

８ 広 報 活 動  

年１回の会報、年２回の「お便り」、ホームページ・メーリングリスト

による毎年の活動報告や、各種行事へのご案内をしています。 

 

 

◇講演会・研究会等 

2020 社外役員座談会（第１回）／信託法講演会／六士業合同研修会 

2021 企業内弁護士深掘りセミナー／憲法問題研究会発足／女税連との合同研

修会／会員懇談会（異業種交流／子供の手続代理人／医師の働き方改革） 

2022 社外役員座談会（第２回） 

◇外国法曹との交流 

 2019 英国バリスターとのシンポジウム／国連ツアー／国連女性差別撤廃委員

会傍聴／WTO・国際刑事裁判所見学 

◇創立周年記念事業（記念講演・シンポジウム） 

 60 周年 2010 「多様化する生き方と法のこれから」 

 70 周年 2021 「共生の未来へ－Leave No One Behind」 

７ 講師の派遣､紹介等  

自治体等の要望に応えて、講師や法律相談担当者の紹介、

派遣を行っています。 

【最近の活動内容のご紹介】 

◇会員の活動 

2010 岡部喜代子会員 最高裁判事に  

 2013 鬼丸かおる会員 最高裁判事に    

 2015 林陽子会員 国連女子差別撤廃委員会委員長に 

2017 大谷美紀子会員 国連子どもの権利委員会委員に 

◇意見書等の提出 

2020～22 選択的夫婦別姓制度の早期導入を求める要望書、同制度に関する改正案 

2021 少年法改正法案に反対する意見書 

    女性最高裁判事の任命を求める要望書 

    親子法制の改正に関する中間試案に対するパブリックコメント（意見書） 

2022 憲法問題に関する提言 

２ 研 究 活 動  

会員による各研究会において、時宜にあったテーマを

勉強・議論し、意見書・要望書の提出等を行っていま

す。最近では少年法研究会・憲法問題研究会が活発に

活動しています。 

３ 若手キャリア支援  

年１回、学部・ロースクール生、修習生を含む若手

女性法曹に対し、キャリアサポートセミナーを行っ

ています。 

６ 他団体との提携、交流  

国際機関や政府関係団体、民間団体との交流をはかっています。 

① 国際婦人年連絡会 

国連ＮＧＯ国内女性委員会 

国連総会第３委員会 

男女共同参画推進連携会議等参加 

②ローエイシア 

日本法律家協会 等と連携 

③全国女性税理士連盟と合同研究会 

 

１ 講 演 会  

定時総会開催時のほか、年に数回、各方面の専門家

をお招きして講演会等を開催しております。 

 2022年総会講演：「AI と憲法」 


